
増
上
寺
徳
川
家
霊
廟
の
風
景
（
９
）

文
昭
院
の
灯
籠
配
置
に
つ
い
て(

下)

ー
勅
額
門
を
超
え
る
灯
籠
た
ち
ー

こ
の
論
考
の
（

）
を
終
え
た
後
に
、
文
昭
院
御
霊
廟
内
の
灯
籠
の
考
察
と
し
て
は
、

8

勅
額
門
内
の
灯
籠
を
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
考
察
は
常
憲
院
、
文
昭
院
の

残
さ
れ
た
灯
籠
配
置
図
を
元
に
す
れ
ば
そ
れ
程
手
間
の
掛
か
る
仕
事
と
は
思
っ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
元
々
増
上
寺
の
風
景
を
書
い
て
き
ま
し
た
の
で
台
徳
院
か
ら
自
然
に
文
昭
院

に
至
り
、
寛
永
寺
の
常
憲
院
廟
に
関
す
る
史
料
は
、
参
考
と
し
て
使
用
し
て
い
た
に
過
ぎ

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
ふ
と
、
現
存
す
る
日
光
大
猷
院
の
灯
籠
配
置
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
と
の
疑
問
を
抱
き
、
調
査
が
許
さ
れ
た
の
を
機
会
に
大
猷
院
廟
の
灯
籠
配
置
に
つ

い
て
の
考
察
を
行
い
、
『
徳
川
家
霊
廟
奉
献
石
燈
籠
の
成
立
と
展
開
』
の
中
で
引
き
続
き

厳
有
院
廟
ま
で
の
流
れ
を
追
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

改
め
て
文
昭
院
廟
勅
額
門
内
の
灯
籠
の
考
察
に
取
り
か
か
ろ
う
と
し
て
、
今
度
は
、
そ

も
そ
も
「
勅
額
門
」
と
は
何
か
と
い
う
単
純
な
疑
問
に
取
り
憑
か
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

「
勅
額
門
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
も
寛
永
寺
、
増
上
寺
の
霊
廟
勅
額
門
が
例
示
さ
れ
る

だ
け
で
、
堂
々
巡
り
の
感
が
否
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
勅
額
門
」
の
例
示
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
香
川
県
に
在
る
白
峰
寺
の
頓
証

寺
殿
は
、
崇
徳
上
皇
の
慰
霊
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
応
永
二
十
一
年
（1414

年
）
足
利
義
持
の
奏
請
に
よ
っ
て
後
小
松
天
皇
の
宸
筆
に
な
る
勅
額
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
江
戸
時
代
に
な
っ
て
延
宝
八
年(1680

年)

に
は
、
高
松
藩
主
の
松
平
頼
重
・
頼

常
が
願
主
と
な
り
頓
証
寺
殿
「
勅
額
門
」
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
従
っ
て
頓
証
寺
殿
勅
額

門
の
場
合
下
賜
さ
れ
た
勅
額
を
再
掲
す
る
た
め
に
「
勅
額
門
」
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、

台
徳
院
以
下
歴
代
の
徳
川
将
軍
家
霊
廟
の
「
勅
額
門
」
は
、
最
初
か
ら
勅
額
を
下
賜
さ
れ

る
こ
と
を
前
提
と
し
、
し
か
も
そ
の
門
に
よ
っ
て
一
つ
の
閉
ざ
さ
れ
た
た
霊
域
が
出
来
る

こ
と
を
意
図
し
て
造
ら
れ
た
建
造
物
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

本
来
は
豊
国
社
か
ら
日
光
東
照
社
を
経
て
台
徳
院
以
降
に
至
る
「
霊
廟
建
築
」
の
成
立

の
過
程
か
ら
「
勅
額
門
」
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
く
べ
き
で
す
が
、
こ
こ
で
は
増
上

寺
と
寛
永
寺
の
将
軍
家
霊
廟
に
お
け
る
勅
額
の
下
賜
の
経
過
を
追
い
な
が
ら
「
勅
額
門
」

に
関
わ
る
問
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

１
「
勅
額
門
」
と
い
う
言
葉

台
徳
院
の
院
号
と
勅
額
の
下
賜
に
つ
い
て
は
山
澤
学
氏
の
『
日
光
東
照
宮
の
成
立
』
が

詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

大
御
所
秀
忠
の
死
後
、
台
徳
院
殿
の
祭
祀
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
意
識
さ
れ
た
の
は
、

明
ら
か
に
東
照
大
権
現
の
祭
祀
手
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
法
会
も
ま
た
、
勅
会
た
ら
ん
と

し
、
日
光
東
照
宮
の
陽
明
門
に
相
当
す
る
勅
額
門
に
掲
げ
る
院
号
の
額
と
し
て
後
水
尾

上
皇
宸
筆
に
よ
る
勅
額
の
下
賜
、
お
よ
び
正
一
位
を
贈
位
す
る
位
記
の
発
給
を
執
奏
し
、

そ
れ
ら
を
実
現
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
朝
廷
側
は
、
「
新
義
」
と
し
て
難
色
を

示
し
た
も
の
の
、
結
果
と
し
て
は
応
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
台
徳
院
と
い
う
院
号
も
、
東
照
大
権
現
と
同
様
、
天
皇
か
ら
発
せ
ら
れ
た

勅
号
で
あ
っ
た
。
武
家
伝
奏
権
大
納
言
日
野
資
勝
は
、
「
涼
源
院
殿
御
記
」
寛
永
九
年

二
月
六
日
条
に
、
家
光
の
命
に
よ
り
羅
山
林
道
春
が
上
洛
し
、
京
都
所
司
代
板
倉
周
防

守
重
宗
と
と
も
に
同
じ
く
武
家
伝
奏
の
三
条
西
実
条
に
は
た
ら
き
か
け
、
公
家
衆
に
「
相

国
様
御
院
号
勅
号
ニ
被
仰
請
度
由
候
、
等
類
ナ
キ
似
合
申
候
を
御
所
望
之
由
」
を
執
奏

し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

武
家
伝
奏
日
野
資
勝
の
日
記
で
あ
る
『
凉
源
院
殿
御
記
』
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル

ア
ー
カ
イ
ブ
）
で
は
二
月
七
日
の
項
に
「
御
院
号
ヲ
御
堂
ヲ
立
申
サ
レ
勅
額
ニ
有
度
ノ
仰

之
由
」
と
い
う
言
葉
も
見
え
ま
す
の
で
、
最
初
か
ら
法
会
が
勅
会
で
あ
る
こ
と
、
勅
号
と

勅
額
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
が
セ
ッ
ト
と
し
て
求
め
ら
れ
て
居
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
『
大

猷
院
殿
御
実
紀
』
に
は
こ
の
間
の
事
情
を

○(

二
月)

晦
日
此
日
早
天
よ
り
大
僧
正
天
海
。
金
地
院
崇
傳
等
御
追
號
の
議
あ
り
。
林

道
春
信
勝
。
永
喜
信
澄
も
こ
れ
に
あ
づ
か
り
。
天
海
が
考
進
せ
し
衡
岳
院
の
號
を
用
ひ

ら
る
べ
き
か
と
て
互
に
論
議
す
る
間
。
天
海
大
い
に
怒
り
の
ヽ
し
り
信
勝
。
信
澄
も
不

快
し
て
爭
ひ
や
ま
ね
ば
。
京
に
聞
え
あ
げ

勅
號
を
請
せ
給
ふ
べ
し
と
の
御
旨
に
て
各

退
出
す

〇(

三
月)

九
日
儒
職
林
道
春
信
勝
御
追
號
の
事
に
よ
て
京
に
遣
さ
れ
。
傳
奏
の
輩
に
議

せ
ら
れ
し
が
。
け
ふ
歸
謁
す
。

大
御
所
御
追
號
の
事
。
叡
慮
も
て
仰
出
さ
る
べ
し
。

且

當
今
に
は
太
上
天
皇
の
尊
號
を
も
進
ら
せ
給
は
ん

叡
慮
な
れ
ど
。
先
正
一
位
を

贈
ら
せ
給
ふ
べ
き
御
內
旨
な
り
と
ぞ
。
又
此
程

内

院
に
も
御
さ
う
じ
に
渡
ら
せ
給

ひ
。
御
廟
額
も
少
し
御
悩
ま
し
ま
す
と
雖
ど
も
宸
翰
を
染
ら
る
べ
き
よ
し
聞
え
け
る
。

と
有
り
ま
す
の
で
、
幕
府
内
部
で
諡
号
の
決
定
が
出
来
ず
、
朝
廷
に
そ
の
決
定
を
委
ね
、

何
と
か
勅
号
と
勅
額
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
判
り
ま
す
。

『
本
光
国
師
日
記
』
の
六
月
九
日
の
条
に
は

tom-i
テキスト ボックス
－1－



又
今
度
之

勅
額
之
掛
所
。
大
炊

御
尋
候
。
額
ハ
ヒ
タ
イ
ニ
テ
候
。
雨

打
之
上
額
之
間

ト
申
所
可
然
歟
ト
申

す
。
十
一
日
之
朝
。
増
上
寺
ヘ
同
道

可
有
之
由
候
間
。
御
意
次
第
ト
約
束

申
也
。

と
有
り
ま
す
の
で
、
土
井
大
炊
頭
よ

り
礼
式
に
詳
し
い
崇
伝
に
、
事
前
に
勅

額
を
懸
け
る
位
置
に
つ
い
て
お
尋
ね
が

あ
っ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
「
雨
打
」
や

「
額
之
間
」
は
寺
社
に
関
す
る
建
築
用

語
で
す
が
、
「
雨
打
」
（
ゆ
た
）
は
「
裳

階
」
と
も
呼
ば
れ
る
部
分
で
す
。
台
徳

院
の
勅
額
門
は
狭
山
の
不
動
寺
に
現
存

し
て
い
ま
す
。
「
裳
階
」
は
在
り
ま
せ
ん

が
屋
根
の
下
、
柱
と
柱
の
間
、
長
押
上

の
部
分
に
勅
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
、

「
額
之
間
」
に
つ
い
て
確
認
出
来
る
と
思
い
ま
す
。

『
吉
良
家
日
記
』
寛
永
九
年
四
月
の
項
に
は

寛
永
九
年
申

四
月

増
上
寺
勅
額
之
御
礼
御
進
物
之
留

御
使

若
狭
守
（
注
：
吉
良
若
狭
守
義
冬
）

一
、
銀
五
百
枚

御
袷
五
拾

院
御
所
様

『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
に
も
四
月
二
十
八
日
の
項
に
「
高
家
吉
良
若
狭
守
義
冬
勅
額
御

謝
使
命
ぜ
ら
れ
。
上
洛
の
暇
賜
ふ
。
」
と
有
り
ま
す
の
で
四
月
九
日
に
年
始
の
賀
と
日
光

で
行
わ
れ
る
東
照
宮
の
十
七
周
御
神
忌
に
参
列
す
る
為
に
江
戸
に
着
い
た
勅
使
が
「
勅
額
」

を
齎
し
た
物
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
田
邊
泰
の
『
徳
川
家
霊
廟
』
に
は
勅
額
門
の
項
に
「
「
増

上
寺
役
鑑
便
覽
」
卷
二
に
よ
れ
ば
、
勅
額
の
裏
に
は
『
寛
永
九
年
壬
申
四
月
十
六
日
庚
申
』

と
書
か
れ
て
あ
る

と
い
ふ
。
」
と
記
し
て
い
ま
す
し
、
港
区
教
育
委
員
会
の
『
台
徳
院

霊
廟
跡
の
考
古
学
』
に
も
「
そ
の
額
の
裏
に
は
「
寛
永
九
年
壬
申
四
月
十
六
日
庚
申
」
と

書
か
れ
て
い
る
」
と
断
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
崇
伝
に
諮
問
の
あ
っ
た
六
月
九
日
以
降
、

上
棟
式
の
七
月
二
十
四
日
迄
に
こ
の
四
脚
門
に
「
勅
額
」
が
掛
け
ら
れ
た
こ
と
に
間
違
い

台徳院勅額門（所沢市狭山山不動寺）

は
無
い
と
思
い
ま
す
。

『
吉
良
家
日
記
』
寛
永
十
年
正
月
二
十
四
日
の
「
酉
正
月
二
十
四
日
、
台
徳
院
様
就
一

周
忌
、
御
仏
詣
次
第
」
に
は
「
一
、
三
使
共
ニ
四
足
ノ
御
門
外
ニ
て
長
柄
ヨ
リ
下
ル
」
と

記
述
し
て
い
る
様
に
、
「
四
足
ノ
御
門
」
と
い
う
言
葉
が
四
ヶ
所
で
使
わ
れ
て
お
り
、
孰

れ
も
長
柄
（
轅
）
の
下
乗
位
置
に
関
わ
る
記
述
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
増
上
寺
史
料

集
第
一
巻
』
の
「
台
德
院
廟
參
詣
攝
家
衆
以
下
下
乘
定
書
」
に
は

(

貼
紙)

覺
一
、
攝
家
衆
・
宮
衆
、

四
足
御
門
之
前
石
段
之
下
二
而
長
柄
ゟ
御
下
之
事
、

一
、
御
門
跡
衆
同
前
、

一
、
大
納
言·

中
納
言·

宰
相·

院
家
之
僧
正
衆
、
惣
門
之
前
二
て
、
こ
し
よ
り
下
可

被
申
事

(

極
樂
橋)

一
、
中
將·

少
將·

侍
從
、
其
外
無
官
之
院
家
ハ
、
山
門
南
之
橋
二
て
下
可
被
申
事

一
、
山
門
南
之
橋
よ
り
、
公
家
衆
の
供
、
ゑ
ほ
し
き
さ
る
も
の
入
申
間
敷
事
、
但
、
坊

官
ハ
各
別
た
る
へ
し
、

正
月
廿
四
日

と
有
り
ま
す
の
で
、
台
徳
院
の
「
勅
額
門
」
も
初
め
は
「
四
足
御
門
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
物
と
思
わ
れ
ま
す
。

朝
廷
に
奏
請
し
下
賜
さ
れ
た
勅
額
を
掛
け
る
門
を
「
勅
額
門
」
と
記
載
し
て
い
る
最
初

の
例
は
、
私
の
知
る
限
り
大
工
頭
鈴
木
修
理
の
『
鈴
木
修
理
日
記
』（
以
下
『
修
理
日
記
』
）

延
宝
八
年
五
月
十
日
、
つ
ま
り
家
綱
薨
去
の
翌
日
の
記
録
で
有
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
御
老
中
御
前
江

罷
出
、
上
野
御
絵
図
披
之
、
御
廟
之
場
之
義
奉
伺
候
処
ニ
、
津
梁
院

・
元
広
院
・
円
寿
院
一
門
ニ
入
、
岸
之
方
十
間
程
置
、
御
廟
所
ニ
仕
、
夫
ゟ
段
々
ニ
御

仏
殿
・
御
拜
殿
・
御
唐
門
又
は
勅
額
門
仕
来
候
為
、
兔
角
間
数
等
相
改
、
場
所
見
分
可

然
之
由
、
大
久
保
加
賀
守
殿
御
出
之
筈
ニ
付
、
内
匠
・
余
も
帰
宿
、
（
以
下
略
）

と
記
載
が
あ
り
、
「
勅
額
門
」
が
霊
廟
の
構
想
段
階
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

判
り
ま
す
。
同
じ
く
延
宝
八
年
八
月
二
十
五
日
の
記
録
に
は

廿
五
日

辛
已

雨
降

厳
有
院
樣
御
仏
殿
仕
樣
帳
出
来
、
内
匠
寄
合
聞
之
、
午
刻
登
城
候
処
、
又
明
日
持
参
候

「
御
靈
屋
前

門
跡
方
公
家
衆
下
乘
御
定
御
書
付
」(

貼
紙)

「
公
家
衆
下
乘
之
御
定
」
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樣
ニ
と
被
仰
、
未
刻
退
出
、
川
口
源
左
江

寄
、
（
下
略
）

廿
六
日

壬
午

陰

卯
后
刻
登
城
、
上
野
江

御
成
、
御
目
見
、
御
成
以
後
、
加
賀
守
殿
江

昨
日
之
新
御
殿
之

差
図
差
上
ゲ
、
退
出
、
（
下
略
）

と
有
っ
て
『
厳
有
院
樣
御
殿
仕
樣
帳
』
の
名
前
が
確
認
出
来
ま
す
。
こ
の
厳
有
院
御
仏

殿
仕
様
帳
の
写
し
と
思
わ
れ
る
史
料
が
都
立
中
央
図
書
館
の
木
子
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い

ま
す
。
「
厳
有
院
霊
廟(
上
野)

仕
様
帳
」
で
、
表
紙
題
簽
に
は
「
延
宝
八
年
八
月

厳
有

院
様
御
仏
殿
其
外
仕
樣
書
之
覚

甲
良
豊
前
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
甲
良
豊
前
は
鈴

木
修
理
配
下
の
大
棟
梁
で
す
が
、
こ
の
時
期
延
宝
四
年
八
月
五
日
に
亡
く
な
っ
た
家
綱
正

室
高
巌
院
廟
の
造
営
に
携
わ
っ
て
居
た
た
め
か
、
厳
有
院
廟
造
営
の
ご
褒
美
拝
領
者
の
中

に
鶴
飛
騨
、
平
内
大
隅
の
名
は
あ
り
ま
す
が
、
甲
良
豊
前
の
名
は
有
り
ま
せ
ん
。
恐
ら
く

こ
の
『
厳
有
院
樣
御
殿
仕
樣
帳
』
は
手
控
え
の
為
に
甲
良
豊
前
が
写
し
取
っ
て
お
い
た
物

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
『
厳
有
院
様
御
仏
殿
其
外
仕
樣
書
之
覚
』
は
都
立
中
央
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
ス
か
ら
閲
覧
が
可
能
で
す
が
、
中
身
は

・
御
仏
殿
・
御
仏
殿
ゟ
拝
殿
江
之
御
廊
下

・
御
拝
殿
・
御
拝
殿
前
御
廊
下

・
御
唐
門
・
廻
廊
・
御
玉
垣
・
御
同
所
平
唐
門

・
鐘
楼
・
御
水
屋

・
勅
額
御
門
・
同
所
左
右
之
塀

・
二
天
門

・
御
仏
殿
ゟ
御
供
所
江
之
廊
下
・
御
供
所

・
内
之
御
庫
・
外
之
御
蔵
・
塀
重
門

・
御
廟
之
御
拝
殿
・
御
廟
御
内
之
塀
・
御
同
所
外
廻
り
塀

・
土
瓦
塀
・
大
腰
懸
ケ

と
順
に
霊
廟
を
構
成
す
る
建
物
や
造
作
物
の
仕
様
が
書
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
中
に
「
勅
額
御
門
」
の
名
が
見
え
ま
す
。

実
は
『
厳
有
院
殿
御
実
紀
』
延
宝
三
年
四
月
九
日
の
大
猷
院
二
十
五
回
忌
の
法
要
の
後
、

二
十
日
に
諸
大
名
と
共
に
家
綱
が
大
猷
院
廟
へ
参
詣
し
た
記
事
に
「
國
持
幷
に
四
品
以
上

普
第
の
輩

勅
額
門
内
に
伺
公
す
」
と
有
る
の
で
大
猷
院
廟
で
も
こ
の
時
期
ま
で
に
は
「
勅

額
門
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
無
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
法
要
を
記
録
し

た
『
修
理
日
記
』
の
四
月
十
九
日
の
記
述
に
は

十
九
日

丁
未

霽
陰

已
下
刻
、
転
法
輪
右
大
臣
・
中
御
門
大
納
言
・
菊
亭
大
納
言
・
烏
丸
中
納
言
光
雄
同
道

ニ
而
何
も
四
足
御
門
外
ヨ
リ
出
長
柄
、
各
衣
冠
、
浅
黄
直
衣
、
寺
社
奉
行
小
笠
原
山
城

守
・
戸
田
伊
賀
守
衣
冠
、
四
足
御
門
迄
迎
ニ
出
、
吉
良
上
野
介
・
大
沢
兵
部
太
輔
衣
冠
、

御
唐
門
下
迄
出
迎
之
、
右
大
臣
・
公
卿
之
供
奉
、
諸
太
夫
布
衣
有
御
唐
門
之
外
、
追
付

日
門
主
・
聖
護
院
門
主
・
梶
井
門
主
・
竹
內
門
主
、
是
又
四
足
御
門
□(

原
注
：
ゟ
カ)

輩

出
給
、
或
は
紅
衣
紫
衣
有
銘
々
ニ
、
先
衣
冠
之
童
形
、
跡
布
衣
坊
官
供
奉
、
止
御
唐
門

外
、
導
師
毘
沙
門
堂
御
門
跡
、
四
つ
足
門
外
帷
幄
残
給

と
有
っ
て
、
下
乗
す
べ
き
門
の
名
前
を
「
四
足
御
門
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
。
鈴
木
修

理
は
大
工
棟
梁
を
支
配
す
る
大
工
頭
で
あ
り
、
常
に
山
内
を
巡
検
し
て
営
繕
の
指
示
を
出

し
て
い
ま
す
の
で
、
言
葉
の
使
い
方
に
は
敏
感
で
あ
る
は
ず
で
す
。『
厳
有
院
殿
御
実
紀
』

は
後
か
ら
の
編
纂
記
録
で
す
の
で
、
同
時
代
史
料
で
あ
る
『
修
理
日
記
』
に
従
っ
て
「
勅

額
」
を
掲
げ
た
門
を
「
勅
額
門
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
厳
有
院
廟
以
降
と
考
え
て

お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

２
「
勅
額
」
の
下
賜

「
勅
額
」
の
下
賜
が
ど
の
様
な
形
で
行
わ
れ
た
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

「
関
東
の
申
請
に
よ
り
」
天
皇
、
上(

法)

皇
が
「
勅
額
」
の
為
の
宸
筆
を
行
い
、
使
い
を

立
て
て
関
東
へ
下
向
さ
せ
ま
す
。
『
有
章
院
殿
御
実
紀
』
で
は
「
勅
額
使
」
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

勅
額
使
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
の
は
厳
有
院
廟
か
ら
で
『
続
史
愚
抄
』
天
和
元
年
（
延

宝
九
年
）
四
月
の
記
事
に
は

○
七
日
庚
寅
。
厳
有
院
贈
太
政
大
臣
家
綱

。
靈
屋
勅
額
賜
二

宸
翰
一

（
依
レ
例
申
請
云
。
）

使
左
衛
門
督
宗
量
。
持
二

向
關
東
一

。
（
○
長
貞
卿
記
、
番
衆
所
日
記
、
基
量
卿
記
）

と
有
り
、
宰
相
の
難
波
宗
量
が
遣
わ
さ
れ
ま
す
が
、
『
常
憲
院
殿
御
実
紀
』
に
は

○
廿
日
け
ふ
難
波
宰
相
宗
量
卿
の
も
と
に
。
大
久
保
加
賀
守
忠
朝
し
て
。

勅
額
を
迎

へ
し
め
ら
る
。
高
家
吉
良
上
野
介
義
央
添
た
り
。
黑
木
書
院
に
て
拜
覧
し
給
ふ
。

○
廿
一
日
御
直
垂
召
。
白
木
書
院
に
出
給
ふ
。
御
太
刀
は
上
杉
伊
勢
守
長
之
。
御
刀
は

林
相
模
守
直
秀
役
し
。
難
波
宰
相
宗
量
卿
拝
謁
あ
り
。
饗
下
さ
れ
。
帰
洛
の
い
と
ま
給

ひ
。
銀
百
枚
。
時
服
十
給
ふ
。
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と
迎
接
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
修
理
日
記
』
延
宝
九
年
の
項
に
は
四
月
二
十
一
日
に
上
棟
を
終
え
た
厳
有
院
霊
廟
拝

殿
に
勅
使
を
迎
え
て
供
養
が
行
わ
れ
た
記
事
に

四
月
廿
三
日

丙
午

霽

已
刻
、
稻
葉
美
濃
守
・
酒
井
修
理
太
夫
・
松
平
因
幡
守
其
外
高
家
之
面
々
、
御
馳
走
人

之
諸
太
夫
役
送
、
御
小
性
衆
之
諸
太
夫
、
或
衣
冠
、
或
束
带
列
座
、
午
刻
、
大
炊
御
門

內
府·

油
小
路
大
納
言
・
日
野
中
納
言
・
愛
宕
三
位
、
束
帶
ニ
而
参
伺
、
長
柄
、
於
勅

額
門
外
下
ル
、
勅
額
掛
之
、
勅
額
は
難
波
宰
相
持
参
、
到
唐
門
、
解
带
劍
、
揖
シ
テ
階

ニ
上
ル
、
（
下
略
）

「
勅
額
掛
之
」
と
い
う
記
述
が
有
り
ま
す
。
「
勅
額
門
」
前
で
勅
使
が
下
乗
し
て
い
ま

す
の
で
、
「
勅
額
」
が
掛
け
ら
れ
た
こ
と
、
勅
額
使
が
難
波
宗
量
で
あ
っ
た
こ
と
、
勅
使

の
下
乗
の
位
置
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
録
で
有
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

な
お
田
邊
泰
は
「｢

尊
靈
記
」
に
よ
れ
ば
、
『
勅
額
靈
元
院
宸
翰
』
と
記
さ
れ
て
ゐ
る

が
現
在
は
失
は
れ
て
ゐ
る
。
」
と
し
て
い
ま
す
。

常
憲
院
廟
の
場
合
に
は
勅
額
使
は
平
松
前
中
納
言
時
方
で
、
『
文
昭
院
殿
御
実
紀
』
は

○
十
一
月
十
七
日

常
憲
院
殿
霊
廟
の

勅
額
を
京
よ
り
進
ら
せ
給
ふ
に
よ
り
。
平
松

前
中
納
言
時
方
卿
の
旅
館
に
。
大
久
保
加
賀
守
忠
増
ま
か
り
む
か
ひ
て
請
と
る
。
高
家

織
田
能
登
守
信
門
そ
ひ
た
り
。
時
方
卿
新
院
の
仰
ご
と
を
伝
へ
ら
れ
、
加
賀
守
忠
増
か

へ
り
参
り
。
黒
木
書
院
に
て

勅
額
を
御
拝
覧
あ
り
、
小
濱
志
摩
守
久
隆
、
間
宮
播
磨

守
信
明
そ
ひ
て
山
に
参
る(

日
記)

大
久
保
加
賀
守
忠
増
が
勅
額
使
の
「
旅
館
」
ま
で
「
勅
額
」
を
迎
え
に
行
き
江
戸
城
黒

木
書
院
で
の
拝
覧
の
後
、
寛
永
寺
に
運
ば
れ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

田
邊
泰
は
「
「
尊
靈
記
」
に
よ
れ
ば
、
東
山
院
の
宸
翰
で
あ
つ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ

る
が
、
現
在
は
失
は
れ
て
ゐ
る
。
」
と
し
て
い
ま
す
。

文
昭
院
廟
の
勅
額
使
は
風
早
宰
相
公
長
で
霊
元
上
皇
の
宸
筆
に
よ
る
勅
額
が
届
け
ら
れ

ま
す
。
『
続
史
愚
抄
』
正
徳
三
年
八
月
の
項
は

○
廿
二
日
丁
酉

贈
太
政
大
臣
家
宣
。

增
上
寺
佛
殿
額
法
王
被
レ

染
二

宸
筆
一

賜
レ

之
。

（
兼
關
東
申
請
）

使
風
早
宰
相
公
長
。
下
二

向
關
東
一

（
○
基
長
卿
記
）

『
有
章
院
殿
御
実
紀
』
は

〇
六
日

勅
額
使
風
早
宰
相
公
長
卿
參
向
せ
ら
れ
け
れ
ば
。
井
上
河
內
守
正
岑
慰
勞
の

御
使
す
。
高
家
織
田
能
登
守
信
門
添
た
り
。
久
世
大
和
守
重
之

勅
額
請
取
と
し
て
行

む
か
ふ
。
高
家
中
條
山
城
守
信
賃
そ
ひ
た
り
。
宰
相
公
長
卿

上
皇
の
御
詞
を
つ
た
ふ
。

額
は
目
付
鈴
木
伊
兵
衛
直
武
屬
吏
ひ
き
つ
れ
。
護
送
し
て
本
城
に
の
ぼ
り
。
大
廣
間
大

廊
。
波
間
。
波
間
竹
廊
よ
り
黑
木
書
院
も
ち
い
で
。
宿
老
幷
間
部
越
前
守
詮
房
。
本
多

中
務
大
輔
忠
良
。
少
老
。
を
よ
び

霊
廟
の
事
奉
は
り
し
小
姓
。
小
納
戸
等
拝
観
し
て
。

そ
れ
よ
り
間
部
隠
岐
守
詮
之
。
細
井
泉
督
安
明
。
窪
田
肥
前
守
忠
任
添
て
増
上
寺
に
参

る
。
伊
兵
衛
直
武
は
さ
き
だ
っ
て
か
し
こ
に
ま
か
る
。

○
廿
二
日
高
家
畠
山
下
総
守
義
寧

勅
額
の
謝
使
奉
は
り
い
と
ま
た
ま
ふ

と
な
り
ま
す
。
上
棟
は
四
月
五
日
で
す
。

最
後
の
有
章
院
廟
で
は
勅
額
使
は
滋
野
井
中
納
言
公
澄
。
霊
元
法
皇
の
宸
筆
に
よ
る
勅

額
が
下
賜
さ
れ
ま
す
。
『
続
史
愚
抄
』
享
保
二
年
三
月
廿
二
日
の
記
録
で
す
。

○
廿
二
日
丁
丑
。
被
レ

發
二

遣
東
照
宮
奉
幣
一

先
被
レ

定
二

日
時
一

上
卿
權
大
納
言
。
豐
忠

。

幣
使
刑
部
卿
。
氏
孝

。
奉
行
藏
人
頭
左
中
將
隆
戒
朝
臣
。
此
日
。
有
章
院
贈
太
政
大
臣

家
繼

。
增
上
寺
佛
殿
額
法
皇
被
レ

染
二

宸
筆
一

賜
レ

之
。
（
依
二

申
請
一

也
。
）

使
滋
野
井
前
中
納

言
公
澄

。
下
二

向
關
東
一

（
○
公
卿
補
任
、
番
衆
所
日
記
、
基
長
卿
記
）

こ
れ
に
対
し
て
『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
は
以
下
の
様
に
な
り
ま
す
。

○
六
日
有
章
院
殿
靈
廟
に
。

法
皇
宸
翰
の
扁
額
を
進
ら
せ
ら
る
。
滋
野
井
中
納
言
公

澄
卿
護
送
し
て
西
久
保
天
德
寺
に
い
た
る
。
よ
て
宿
老
久
世
大
和
守
重
之
し
て

勅
額

を
む
か
へ
し
め
ら
る
。
高
家
畠
山
下
總
守
義
寧
。
中
條
對
馬
守
信
實
こ
れ
に
副
ふ
。
か

さ
ね
て
戸
田
山
城
守
忠
眞
御
使
を
奉
じ
て
慰
労
す
。
高
家
大
友
因
幡
守
義
閭
そ
ひ
て
參

る
。

勅
額
は
寺
の
上
段
に
お
き
て
。
中
納
言
公
澄
卿

院
旨
を
傳
ふ
。
大
和
守
重
之

拜
授
し
て
。
目
付
加
藤
右
近
明
教
に
護
せ
し
め
。
本
城
に
い
た
り
。
大
廣
間
に
渡
し
奉

る
ほ
ど
。
大
和
守
重
之
に
。
少
老
大
久
保
佐
渡
守
常
春
そ
ひ
て
拜
接
し
。
大
廊
を
導
き
。

波
の
間
竹
廊
よ
り
。
黑
木
書
院
の
上
段
に
安
置
し
て
後
。
黑
木
書
院
に
出
給
ひ
。

勅

額
を
御
拜
覧
あ
り
。
宿
老
。
少
老
拜
覧
し
は
て
ゝ
靈
廟
經
營
の
事
奉
は
り
し
寄
合
酒
井

伊
豆
守
友
完
。
竹
田
豊
前
守
忠
雄
其

御
額
を
拝
受
し
て
。
小
普
請
方
の
徒
を
從
へ
増

上
寺
に
護
送
す
。
寺
に
は
目
付
加
藤
右
近
明
教
先
達
て
迎
へ
奉
る
。
此
日
よ
り
し
て
。

先
手
の
隊
伍

靈
廟
の
番
を
ゆ
る
さ
る
。

〇
七
日
御
直
垂
め
し
て
。
久
世
大
和
守
重
之
先
導
し
。
畠
山
下
總
守
義
寧
御
太
刀
。
桑
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山
豊
前
守
通
政
御
刀
と
り
て
。
白
木
書
院
に
出
給
ひ
。
滋
野
井
中
納
言
公
澄
卿
引
見
あ

り
。

勅
額
の
御
謝
詞
を
の
べ
た
ま
ふ
。
公
澄
卿
か
ね
て
拝
謁
し
。
太
刀
銀
馬
代
。
紗

綾
を
獻
じ
。
銀
百
枚
。
時
服
十
つ
か
は
さ
れ
御
饗
應
あ
り
。

○
十
八
日

勅
額
御
謝
使
を
立
ら
る
。
高
家
横
瀬
駿
河
守
貞
顕
奉
は
り
て
い
と
ま
く
だ

さ
る
。
よ
て

法
皇
に
銀
五
百
枚
。
蝋
燭
千
梃
進
ら
せ
た
ま
ふ
。

吉
宗
以
降
将
軍
は
増
上
寺
、
寛
永
寺
の
以
前
の
将
軍
霊
廟
へ
相
殿
と
な
り
ま
す
の
で
、

「
勅
額
門
」
が
建
て
ら
れ
る
こ
と
も
、
「
勅
額
」
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
勅
額
」
拝
受
の
様
子
を
私
な
り
に
も
う
少
し
読
み
解
い
て
い
く
た
め
に
、
白
書
院
、

黒
書
院
の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
深
井
雅
海
氏
の
『
江
戸
城
を
よ
む
』
か
ら
「
将
軍
へ
の

謁
見
に
使
用
さ
れ
る
書
院
」
の
項
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

白
書
院
と
黒
書
院
は
い
わ
ば
将
軍
の
表
向

で
の
応
接
間
で
あ
り
、
本
丸
御
殿
の
西
側
に
、

中
庭
を
は
さ
ん
で
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
、
玄
関
に
近
い
白
書
院
の
方

が
公
的
な
行
事
に
用
い
ら
れ
、
黒
書
院
は
日

常
的
な
行
事
に
使
用
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、

大
廊
下
詰
や
溜
間
詰
大
名
の
将
軍
へ
の
謁
見

は
、
年
始
や
五
節
句
の
場
合
は
白
書
院
、
月

次
（
毎
月
一
・
一
五
・
二
八
日)

の
場
合
は

黒
書
院
で
行
な
わ
れ
た
。

『
有
徳
院
殿
御
実
紀
』
の
四
月
七
日
の
勅

額
使
へ
の
謁
見
は
白
書
院
で
行
わ
れ
。
同
じ

深
井
雅
海
氏
の
『
江
戸
城
御
殿
の
構
造
と
儀

礼
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
勅
使
・
院
使
の
饗
応

の
場
は
白
書
院
下
段
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
大

広
間
は
勅
使
を
迎
え
て
の
将
軍
宣
下
に
使
わ

れ
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
も
表
玄
関
か
ら
迎
え

ら
れ
た
勅
額
は
一
度
大
広
間
に
運
ば
れ
、
老

中
、
若
年
寄
に
よ
り
受
け
取
り
が
行
わ
れ
、

そ
の
後
将
軍
の
日
常
的
な
行
事
の
場
で
有
る

黒
書
院
に
運
ば
れ
て
、
将
軍
が
拝
覧
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

同

同

帝
鑑
之
間

波
之
間

雁
之
間

御
入
側

同

同 同

同

同

同

同

御 廊 下

御 廊 下

御 廊 下
御

廊

下

御
入
側

同
同

下段

菊 之 間

廊 下

御
廊
下

御下段 御中段

御上段

大廣間

松 ノ 間

柳 之 間

御 次

御
二
ノ
間

御
三
ノ
間

松
溜

松 ノ 御 廊 下

松
ノ
御
廊
下

西湖
之間

御
入
側

井

御 錠

従 是 中

間広大

院書白

上段

院書黒

下廊ノ竹

図殿御丸本城戸江１図
成作りよ）社文人(

「

図詳丸本城戸江

」

少
し
く
ど
い
記
述
に
な
り
ま
し
た
が
、
将
軍
の
薨
去
に
伴
い
造
立
さ
れ
る
将
軍
霊
廟
に

は
幕
府
の
要
請
を
承
け
て
朝
廷
よ
り
勅
額
が
下
賜
さ
れ
、
勅
額
使
と
呼
ば
れ
る
勅
使
に
よ

っ
て
霊
廟
上
棟
に
合
わ
せ
て
江
戸
に
運
ば
れ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

３
「
勅
額
門
」
を
超
え
る
灯
籠
た
ち

こ
こ
ま
で
で
「
勅
額
」
が
ど
の
様
な
儀
礼
を
以
て
霊
廟
に
迎
え
ら
れ
、
「
勅
額
門
」
が

ど
の
様
な
儀
礼
空
間
を
作
り
出
し
て
い
た
か
そ
の
一
半
が
お
判
り
頂
け
た
か
と
思
い
ま

す
。こ

こ
か
ら
は
霊
廟
空
間
の
中
で
こ
の
「
勅
額
門
」
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
霊
域
に
ど
の

様
な
大
名
達
が
灯
籠
の
献
納
を
行
っ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
台
徳
院
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

台
徳
院
の
霊
廟
構
造
に
つ
い
て
は
先
行
す
る
日
光
東
照
宮
が
規
範
に
な
っ
た
事
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
霊
廟
建
築
の
先
駆
と
さ
れ
る
豊
臣
秀
吉
の
豊
国
社
と
徳
川
家
康

の
東
照
宮
は
「
人
を
神
と
し
て
祀
る
」
施
設
で
あ
り
、
「
人
と
し
て
葬
ら
れ
る
」
台
徳
院

の
墓
所
造
営
に
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
め
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

本
光
国
師
崇
伝
は
、
秀
忠
薨
去
後
間
も
な
い
二
十
九
日
に
天
海
僧
正
と
共
に
江
戸
城
本

丸
に
呼
び
出
さ
れ
、
ど
の
様
な
霊
廟
を
造
成
す
べ
き
か
意
見
を
求
め
ら
れ
ま
す
。

一
同
正
月
廿
九
日
。
從

御
本
丸
召
侯
而
出
仕
。
僧
正
も
出
仕
。
各
昨
日
之
御
衆
御
出

合
。

上
意
ニ
ハ
。

相
國
樣
墓
所
卵
塔
之
上
ニ
堂
健
。

上
樣
も
諸
人
も
參
詣
可

有
之
か
。
又
別
ニ
御
寺
立
候
て
。
御
位
牌
立
可
有
御
參
歟
。
先
規
可
申
上
由
。
國

（
注

崇
伝
）

申
ハ
。
塔
頭
と
申
ハ
。
卵
塔
之
ほ
と
り
と
書
候
て
。
卵
塔
ニ
建
候
寺
ヲ

申
候
。
昭
堂
ト
申
ヲ
建
候
て
。
其
ニ
ハ
木
像
ニ
て
も
。
繪
像
ニ
て
も
。
位
牌
ニ
て
も

立
候
。
是
へ
常
ニ
ハ
御
參
候
。
墓
所
ヘ
ハ
。
盆
な
と
の
外
。
忌
日
年
忌
之
外
ニ
ハ
。

常
ニ
ハ
御
參
な
く
候
と
申
候
ヘ
ハ
。
僧
正
も
其
通
と
一
統
ニ
御
申
候
。
則
被
立

御

耳
尤
と
御
意
之
由

(

『
本
光
国
師
日
記
』)

諮
問
さ
れ
た
の
は
遺
骸
が
埋
葬
さ
れ
る
「
墓
所
」
の
外
に
、
位
牌
を
建
て
日
常
の
参
詣

が
行
わ
れ
る
「
仏
殿
」
を
設
け
る
形
式
に
対
す
る
先
規
で
、
ど
の
様
な
霊
廟
構
造
が
死
後

の
将
軍
の
権
威
を
高
め
る
為
に
必
要
か
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。

尚
廟
所
と
仏
殿
に
対
す
る
呼
称
は

正
徳
三
年
九
月
の
『
有
章
院
殿
御
実
紀
』
に

○
十
四
日

け
ふ
仰
出
さ
れ
し
は
。
今
よ
り
後

廟
殿
の
事
を
。
佛
殿
幷
に
御
堂
と
稱

し
來
り
し
を

靈
屋
と
と
な
へ
。
御
墓
所
を

御
廟
と
稱
せ
し
を
。

寶
塔
と
あ
ら
た
め

tom-i
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稱
す
べ
し
と
な
り
。

と
し
て
い
ま
す
が
必
ず
し
も
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は

無
い
様
で
す
。
本
稿
で
も
都
度
判
り
や
す
い
表
記
で
記
載
し
て
い

ま
す
。

今
回
新
た
に
台
徳
院
の
灯
籠
配
置
図
を
作
成
し
て
み
ま
し
た
。

(

図
２)

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
⒁
「
引
き
継
が
れ
た
灯
籠
た
ち
」
で
は

台
德
院
霊
廟
に
献
納
さ
れ
た
灯
籠
に
つ
い
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
記

録
で
あ
る
『
台
德
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
と
、
文
政
十
年
頃

に
霊
廟
修
復
の
た
め
に
灯
籠
を
引
き
継
い
だ
大
名
、
旗
本
家
を
記

載
し
た
『
台
德
院
様
御
霊
屋
幷
御
廟
前
献
備
惣
御
燈
籠
御
水
屋
等

御
修
復
願
』
を
元
に
考
察
を
試
み
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
際
に
も

使
用
し
た
『
享
保
年
間
に
よ
る
彩
色
大
絵
図
』
を
元
に
灯
籠
を
献

納
し
た
大
名
の
官
位
に
従
っ
て
色
分
け
を
し
て
み
ま
す
。

『
台
德
院
御
霊
屋
献
備
御
燈
籠
記
』
に
は
各
灯
籠
の
銘
文
を
記

録
し
て
い
ま
す
の
で
、
一
周
忌
以
降
に
献
納
さ
れ
た
灯
籠
は
削
除

し
、
当
初
に
献
納
さ
れ
た
灯
籠
だ
け
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
（
黒
田

忠
之
の
灯
籠
だ
け
は
記
載
し
て
あ
り
ま
す
。
）

も
う
一
つ
、
か
つ
て
『
千
秋
文
庫
「
増
上
寺
絵
図
」
の
世
界
』

の
中
で
指
摘
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
絵
図
に
は
『
台
德
院
御
霊
屋

献
備
御
燈
籠
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
十
七
大
名
二
十
二
基
の

灯
籠
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
多
く
は
本
人
の
代
或
い
は
数
代
の
内

に
断
絶
し
て
し
ま
う
大
名
家
の
物
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
灯
籠
も
そ

の
ま
ま
残
し
て
お
き
ま
す
。

台
徳
院
の
廟
所
で
の
灯
籠
配
置
に
つ
い
て
も
崇
伝
に
諮
問
が
有

り
、
崇
伝
は
そ
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
次
の
様
に
書
き
記
し
て
い

ま
す
。

一
同
日
（
七
月
十
七
日
）
。
土
大
炊
殿
。
従

御
城
直
に
御
出
、

松
右
衛
門
殿
。
道
春
永
喜
同
道
也
。
増
上
寺
へ
今
度
諸
大
名
。

各
石
燈
籠
御
寄
進
立
所
何
様
に
可
然
哉
。
可
申
上
由
、
則
書

付
上
ル
。
案
在
左
。

石
燈
籠
可
被
成
御
立
所
之
覚

一
御
廟
所
之
廻
り
に
御
連
枝
衆
。
其
外
ち
か
き
御
一
門
方

并
つ
ね
〳
〵
に

御
前
ち
か
く
御
奉
公
被
致
候
衆
之
石

図２ 台徳院霊廟燈籠配置図

従四位下侍従

従四位

従五位

無官

銅灯籠

勅額門

惣門

御仏殿

御拝殿

織田信利

織田信利

黒田忠之

細川三斎

細川三斎

生 駒 壹 岐 守 高 俊

土 佐 侍 従 高 義

有 馬 玄 蕃 豊 氏

白 川 宰 相 藤 原 長 重

従 四 位 下 行 侍 従

兼 飛 騨 守 源 宗 茂

毛
利
宰
相
秀
元

長
門
少
將
秀
就

藤
堂
大
學
助
高
次

従
四
位
上

行
左
近
衛
中
將
義
宣

薩
摩
中
納
言
家
久

安
藝
侍
従
長
成

上
杦
弾
正
少
弼
定
勝

仙
臺
中
納
言
政
宗

織
田
龍
介
信
利

京
極
丹
後
侍
従
高
政

美
作
中
將
忠
政

侍
従
織
田
出
雲
守
高
長

有
馬
左
衛
門
佐
直
純

秋
田
河
内
守
俊
秀

従
四
位
下
行
侍
従
伊
達
遠
江
守

堀
丹
後
守
直
奇

對
馬
侍
従
義
成

京
極
丹
後
侍
従
高
政

豊
前
少
將
従
四
位
下
忠
利

九
鬼
長
門
守
守
隆

織
田
龍
介
信
利

出
雲
侍
従
堀
尾
忠
晴

真
田
伊
豆
守
信
之

京
極
修
理
大
夫
高
三

勅額門内拡大図

長
門
少
將
秀
就

徳川頼宣

徳川頼房

徳川義直

松平忠昌

池田光政

蒲生忠知

松平光長

前田利常

松平勝五郎

松平定綱
井
伊
直
孝

奥
平
忠
明

加藤秋成

酒井忠世

板
倉
重
宗

酒
井
忠
高

土井利勝

酒井忠勝

従四位下左少将・左中将以上

蜂須賀忠鎮
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燈
籠
可
被
成
御
立
歟
。

一
御
佛
殿
之
御
前
に
。
官
位
高
き

大
名
衆
。
其
外
國
持
衆
。
そ
れ

よ
り
次
第
々
々
に
御
立
可
被
成

歟
。
以
上
。

(

『
本
光
国
師
日
記
』)

絵
図
に
見
る
限
り
、
こ
の
プ
ラ
ン

に
基
づ
い
て
灯
籠
が
配
置
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
「
勅
額

門
」
内
に
は
「
官
位
高
き
大
名
衆
。

其
外
國
持
衆
。
」
の
灯
籠
が
配
置
さ

れ
ま
し
た
。

勅
額
門
内
の
大
名
で
気
に
な
る

の
は
、
織
田
龍
助
信
利
（
勝
）
で

す
。
無
官
で
す
が
小
川
恭
一
氏
の

言
う
「
官
位
特
格
家
」
で
父
の
信

則
は
従
四
位
下
侍
従
、
本
人
は
従

五
位
下
上
野
介
に
叙
任
し
ま
す
が
、
若
く
し
て
亡
く
な
り
無
嗣
断
絶
と
な
り
ま
す
。
年
数

を
経
れ
ば
従
四
位
下
侍
従
を
極
官
と
す
る
家
柄
で
し
た
。

も
う
一
つ
気
に
な
る
の
が
、
勅
額
門
外
に
在
る
黒
田
忠
之
の
灯
籠
で
す
。
本
来
な
ら
ば

勅
額
門
内
に
在
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
が
、
献
納
さ
れ
た
の
も
寛
永
十
一
年
四
月
二
十
四

日
で
、
不
自
然
で
す
。

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は
次
の
様
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

十
年
三
月
十
六
日
去
年
家
臣
栗
山
大
膳
某
忠
之
が
陰
謀
の
企
あ
る
の
よ
し
を
訴
ふ
。

忠
之
寺
院
に
蟄
居
し
、
そ
の
過
り
な
き
む
ね
を
な
け
き
申
に
よ
り
糾
問
せ
ら
る
ゝ
の
と

こ
ろ
、
遠
慮
な
き
所
行
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
大
膳
某
が
訴
へ
し
條
は
み
な
そ
の
實
な
き

に
よ
り
、
恩
免
を
蒙
り
て
本
領
を
安
堵
す
。

『
台
德
院
殿
御
実
紀
』
に
も
詳
し
い
記
述
が
有
り
ま
す
が
、
藩
主
の
黒
田
忠
之
と
旧
来

の
家
臣
団
と
の
対
立
に
よ
り
起
き
た
お
家
騒
動
、
い
わ
ゆ
る
黒
田
騒
動
で
す
。
福
田
千
鶴

氏
は
『
御
家
騒
動
』
の
中
で
、
寛
永
九
年
台
徳
院
葬
儀
後
一
時
国
元
に
戻
っ
て
い
た
忠
之

の
動
き
を
次
の
様
に
整
理
し
て
い
ま
す
。

台徳院勅額門内

忠
之
は
八
月
二
十
五
日
に
福
岡
を
出
発
、
九
月
十
日
に
江
戸
に
到
着
し
、
桜
田
の
上

屋
敷
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
家
光
へ
の
目
見
え
は
許
さ
れ
ず
、
十
一
月
十
七
日
に
、
翌

日
西
の
丸
に
登
城
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
十
八
日
、
西
の
丸
に
登
城
し
た
忠
之
は
、

加
藤
忠
広
の
配
流
を
命
じ
た
ば
か
り
で
あ
る
の
に
、
ほ
ど
な
く
大
膳
と
騒
動
に
及
ん
だ

こ
と
が
「
越
度
」
と
さ
れ
、
大
膳
訴
状
の
実
否
に
つ
い
て
の
審
議
が
あ
る
こ
と
を
伝
え

ら
れ
た
。
そ
の
翌
日
、
忠
之
は
上
屋
敷
を
避
け
て
麻
布
の
下
屋
敷
に
移
り
、
謹
慎
し
た
。

七
月
二
十
四
日
に
は
上
棟
の
な
っ
た
台
徳
院
霊
廟
へ
将
軍
家
光
以
下
御
三
家
諸
大
名
が

参
詣
し
、
万
部
経
の
読
誦
が
行
わ
れ
造
営
の
行
賞
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
『
大
猷
院

殿
御
実
紀
』
の
同
日
の
記
録
に
は
「
京
極
丹
後
守
高
廣
（
高
政
）

霊
廟
に
石
燈
一
双
を

献
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
大
猷
院
殿
御
実
紀
』
で
は
、
台
徳
院
霊
廟
へ
の
灯
籠
献

納
の
記
録
は
こ
の
一
ヶ
所
し
か
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
何
故
京
極
忠
廣
の
献
灯
の
み

が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
ろ
黒
田
忠
之
は
下
屋
敷
に

謹
慎
す
る
と
共
に
灯
籠
の
献
納
を
一
時
差
し
控
え
た
物
と
思
わ
れ
ま
す
。

灯
籠
の
配
置
で
面
白
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
惣
門
の
入
り
口
左
右
の
蜂
須
賀
忠
鎮
の
灯

籠
、
そ
し
て
勅
額
門
前
左
右
の
加
藤
明
成
の
銅
灯
籠
、
そ
し
て
勅
額
門
内
入
り
口
左
右
の

毛
利
秀
就
の
灯
籠
で
す
。
後
に
勅
額
門
内
左
右
の
灯
籠
は
前
田
家
の
定
席
と
な
り
ま
す
が
、

こ
の
様
な
謂
わ
ば
目
立
つ
位
置
に
灯
籠
を
配
置
す
る
こ
と
を
各
大
名
は
求
め
た
物
と
思
わ

れ
ま
す
。

最
後
に
細
川
忠
興(

三
斎)

の
灯
籠
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。
細
川
三
斎
の
灯
籠
位

置
は
仏
殿
か
ら
奥
の
院
へ
通
ず
る
道
筋
に
有
り
、
左
右
に
は
三
河
以
来
の
譜
第
大
名
衆
が

灯
籠
を
並
べ
て
い
ま
す
。
入
り
口
側
細
川
三
斎
の
次
に
酒
井
忠
高
の
灯
籠
が
有
り
、
奥
側

に
は
板
倉
重
宗
の
灯
籠
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
し
い
と
言
え
ば
、
い
か
に
も
そ

れ
ら
し
い
配
置
で
す
。

細

川

三

斎

は

元

和

六

年

閏

十

二

月

致

仕

、

従

三

位

参

議

に

ま

で

上

り

詰

め

ま

し

た

。

台

徳

院

廟

に

灯

籠

を

献

納

し

た

多

く

の

大

名

の

中

で

、

隠

台德院銅灯籠(江戸東京博物館)
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居
は
こ
の
細
川
三
斎
の
み
で
す
。

細
川
三
斎
に
つ
い
て
は
、
『
徳
川

御
実
紀
』
や
『
本
光
国
師
日
記
』

に
台
徳
院
の
御
遺
金
と
し
て
「
金

五
百
枚
」
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が

見
え
て
い
ま
す
の
で
、
答
礼
の
意

味
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

個
別
の
灯
籠
に
つ
い
て
書
き
出

す
と
キ
リ
が
有
り
ま
せ
ん
の
で
、

次
に
大
猷
院
の
灯
籠
配
置
に
つ
い

て
概
観
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
猷
院
霊
廟
に
つ
い
て
は
、
上

野
寛
永
寺
の
霊
廟
は
享
保
五
年
に

焼
失
し
、
以
後
再
建
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
今
灯
籠
配
置
を
知
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ん
。
日
光
の
大
猷
院

廟
は
寛
永
寺
の
霊
廟
か
ら
幾
ら
か

遅
れ
て
造
営
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、

現
存
す
る
石
灯
籠
の
銘
文
か
ら
、

諸
大
名
は
寛
永
寺
、
日
光
輪
王
寺

の
霊
廟
の
双
方
に
灯
籠
を
献
納
し

て
い
る
の
で
は
無
い
こ
と
が
判
り

ま
す
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
あ
く
ま

で
も
日
光
輪
王
寺
の
大
猷
院
廟
に

献
納
さ
れ
た
灯
籠
の
配
置
を
見
て

み
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
猷
院
廟
で
は
、
山
間
部
に
造

営
さ
れ
た
制
約
か
ら
、
か
な
り
窮

屈
に
建
物
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、

灯
籠
の
配
置
も
複
雑
な
形
に
な
っ

て
い
ま
す
。

朝
鮮
通
信
使
は
仁
王
門
の
前
で

下
乗
し
て
い
ま
す
が
、
大
猷
院
の

二
十
一
回
忌
の
様
子
を
描
い
た
「
日

夜叉門

二天門 水屋

仁王門

唐門

竜光院

第3図 大猷院日光霊廟燈籠配置図

御廟

皇嘉門

松平下総守清良

酒井讃岐守忠勝

會
津
少
将
正
之

酒
井
雅
楽
頭
忠
清

前田淡路守利次

松
平
兵
部
大
輔
昌
親

松
平
中
務
大
輔
昌
勝

松平隠岐守定行

松平隠岐守定行

松平和泉守乗寿

松平和泉守乗寿

京極丹後守高廣
京極丹後守高廣

松
平
相
模
守
光
仲

松
平
相
模
守
光
仲

松
平
犬
千
代

松
平
犬
千
代

松
平
犬
千
代

井
伊
掃
部
頭
直
孝

井
伊
掃
部
頭
直
孝

松
平
陸
奥
守
忠
宗

松
平
越
前
守
光
通

松
平
大
隅
守
光
久

松
平
左
近
衛
光
政

松
平
阿
波
守
光
隆

山
内
土
佐
守
忠
義

上
杉
喜
平
次
実
勝

有
馬
中
務
少
輔
忠
頼

森
大
内
記
長
継

佐
竹
修
理
大
夫
義
隆

鍋
島
信
濃
守
勝
茂

藤
堂
大
学
頭
高
次

松
平
安
芸
守
光
晟

松平右京大夫頼重

黒
田
筑
前
守
忠
之

松平出羽守直政

細
川
六
丸

松
平
千
代
熊
丸

伊達遠江守秀宗

前田利治

伊達遠江守秀宗

宗對島守義氏

宝庫
前
田
利
治松平但馬守成政

松
平
但
馬
守
成
政

宗
對
島
守
義
氏

織田出雲守高長

従四位下侍従

従四位下

従五位下

従四位下左少将・左中将以上

無官

御三家
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光
山
御
堂
惣
図
」
で
は
勅
使
は
、
仁
王
門
か
ら
二
天
門
に
至
り
こ
こ
で
下
乗
し
て
夜
叉
門

か
ら
拝
殿
へ
向
か
っ
て
行
き
ま
す
。

拝
殿
へ
向
か
っ
て
行
く
経
路
は
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
仁
王
門
か
ら
そ
の
ま
ま
竜
光
院

へ
向
か
っ
て
い
き
、
正
面
左
手
の
階
段
か
ら
唐
門
前
に
向
か
う
道
筋
で
す
。

灯
籠
は
こ
の
二
つ
の
経
路
に
沿
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
個
別
の
灯
籠
配
置
に
つ
い

て
は
、
『
日
光
輪
王
寺
大
猷
院
霊
廟
内
の
灯
籠
配
置
』
で
詳
述
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ

で
は
勅
額
門
を
挟
ん
で
ど
の
様
な
大
名
が
灯
籠
を
配
置
し
て
い
る
か
を
見
る
に
と
ど
め
た

い
と
思
い
ま
す
。

図
３
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
勅
額
」
を
掲
げ
て
い
る
「
二
天
門
」
と
竜
光
院
左
手
の
石

段
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
る
部
分
が
仏
殿
、
奥
院
拝
殿
の
あ
る
霊
域
に
な
り
ま
す
。

「
二
天
門
」
の
前
に
は
酒
井
忠
清
、
保
科
正
之
の
二
人
の
少
将
の
灯
籠
が
配
置
さ
れ
、

竜
光
院
石
段
下
に
は
従
四
位
下
侍
従
奥
平
清
良
の
灯
籠
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
仁
王
門
か

ら
二
天
門
の
経
路
の
主
要
な
位
置
に
は
、
従
四
位
下
侍
従
の
大
名
の
灯
籠
が
置
か
れ
そ
の

前
後
に
従
四
位
下
の
家
格
を
持
つ
大
名
の
灯
籠
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
勅
額
門
」
の

中
に
灯
籠
を
配
置
し
た
大
名
は
全
て
崇
伝
の
言
う
「
官
位
高
き
大
名
衆
。
其
外
國
持
衆
。
」

で
従
四
位
下
侍
従
以
上
の
家
格
を
持
つ
大
名
ば
か
り
で
す
。
こ
こ
で
は
「
隠
居
大
名
」
に

よ
る
灯
籠
の
献
納
は
有
り
ま
せ
ん
。

先
を
急
ぐ
こ
と
に
し
ま
す
。
厳
有
院
廟
は
残
念
な
が
ら
戦
災
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま

い
、
し
か
も
今
の
と
こ
ろ
灯
籠
配
置
図
が
有
る
と
い
う
話
も
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。
従
っ
て

一
代
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
ご
紹
介
し
た
『
上
野
東
叡
山
灯
籠
建
場
図
』

に
よ
っ
て
常
憲
院
の
霊
廟
全
体
の
灯
籠
配
置
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

今
回
は
官
位
に
よ
っ
て
灯
籠
の
色
づ
け
を
し
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
で
見
る
限
り
勅
額
門

御
手
水
処

鐘
楼

勅
額
御
門

御
唐
門

二 十 七 間 六 尺 程

勅
額
御
門
ヨ
リ
仁
天
御
門
迄
ノ
総
間
百
二
間
程

仁
天
御
門

十 二 間

道 幅 十 二 間

道 幅 十 二 間

細 川 越 中 守

井 伊 掃 部 頭

松 平 讃 岐 守

松 平 肥 後 守

土
屋
相
模
守

井
上
河
内
守

間
部
越
前
守

土
岐
伊
豫
守

松
平
美
濃
守

松
平
紀
伊
守

牧
野
大
夢

大
久
保
杢
入

水
戸
様

紀
州
様

尾
張
様

尾
張
様

紀
州
様

水
戸
様

井

道
幅
五
間
半
余

御
廟

稲 葉 伊 豫 守

脇 坂 淡 路 守

伊 東 大 和 守

松 平 丹 下

太 田 備 中 守

溝 口 伯 耆 守

秋 田 信 濃 守

浅 野 土 佐 守

藤 堂 備 前 守

蜂 須 賀 飛 騨 守

毛 利 又 四 郎

亀 井 隠 岐 守

永 井 伊 豆 守

金 森 出 雲 守

永 井 備 後 守

松 平 采 女 正

牧 野 讃 岐 守

朽 木 民 部 少 輔

松 平 豊 前 守

稲 垣 對 馬 守

諏 訪 安 藝 守

松 平 山 城 守

六 郷 伊 賀 守

松 平 兵 庫 頭

森 和 泉 守

堀 大 和 守

水 野 攝 津 守

牧 野 周 防 守

大 田 原 飛 騨 守

九 鬼 丹 後 守

京 極 甲 斐 守

松 平 造 酒 正

小 出 信 濃 守

黒 田 豊 前 守

土 井 周 防 守

酒 井 修 理 大 夫

堀 田 備 後 守

織 田 豊 後 守

新 庄 駿 河 守

丹 羽 式 部 少 輔

本 多 肥 後 守

立 花 出 雲 守

北 條 遠 江 守

本 多 山 城 守

一 柳 土 佐 守

堀 田 豊 前 守

織 田 丹 後 守

小
笠
原
内
記

一
柳
因
幡
守

津 軽 越 中 守

松
平
和
泉
守

奥
平
大
膳
大
夫

牧
野
駿
河
守

水
野
隼
人
正

青山下野守

有馬大吉

鍋島紀伊守

鍋島甲斐守

京極若狭守

黒田甲斐守

黒田伊勢守

青山播磨守

土井甲斐守

小笠原信濃守

加藤越中守

大村筑後守

木下右衛門大夫

土井山城守

小笠原駿河守

秋月長門守

植村右衛門佐

松平備前守

毛利周防守

内藤山城守

増山対馬守

三宅備前守

遠山和泉守

細川采女正

毛利飛騨守

堀丹後守

松平隼人正

田村下総守

木下肥後守

分部若狭守

石川主殿頭

松平主殿頭

戸澤上総介

酒井石見守

佐竹壱岐守

戸田大隅守

谷播磨守

堀長門守

土方丹後守

京
極
壱
岐
守

佐
竹
式
部
少
輔

松
平
筑
後
守

加
藤
出
雲
守

松
平
但
馬
守

松
平
志
摩
守

松
平
式
部
少
輔

松
平
刑
部
少
輔

毛
利
讃
岐
守

安
部
摂
津
守

保
科
兵
部
少
輔

酒
井
信
濃
守

大
関
信
濃
守

池
田
内
匠

井
伊
兵
部
少
輔

織
田
山
城
守

南
部
遠
江
守

鍋
島
岩
松

石
川
近
江
守

九
鬼
豊
前
守

市
橋
下
総
守

細
川
長
門
守

森
対
馬
守

久
留
嶋
伊
豫
守

板
倉
越
中
守

松
平
内
膳
正

遠
藤
下
野
守

森
川
出
羽
守

屋
代
越
中
守

柳 生 備 前 守

堀 式 部 少 輔

戸 田 淡 路 守

山
口
伊
豆
守

稲
垣
長
門
守

内
田
信
濃
守

米
倉
主
計

米
津
出
羽
守

京
極
主
膳
正

小
堀
遠
江
守

井
上
筑
後
守

板
倉
伊
豫
守

永
井
能
登
守

高
木
主
水
正

片
桐
主
膳
正

植
村
土
佐
守

大久保山城守

本庄宮内少輔

松
平
信
濃
守

関
備
前
守

池
田
丹
後
守

板 倉 甲 斐 守

岡部美濃守

三浦壱岐守

内藤主殿頭

建部内匠頭

内藤式部少輔

渡辺備中守

伊東播磨守

前田又五郎

岩城伊豫守

嶋津淡路守

仙
石
越
前
守

久
世
大
和
守

松
平
丹
波
守

本
多
隠
岐
守

戸田大炊頭

松平上総介

松平越前守

松平伯耆守

松平外記

稲葉内匠頭

井伊右衛門大夫

松平市正

稲 葉 丹 後 守
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松 平 大 和 守

藤 堂 和 泉 守
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松 平 伊 賀 守

松 平 右 京 大 夫

松 平 飛 騨 守

松 平 陸 奥 守

松 平 淡 路 守

小 笠 原 右 近 将 監
松
平
加
賀
守

堀田伊豆守

南部信濃守

真田伊豆守

戸田采女正

松平越中守

佐竹大膳大夫

上杉民部大輔

中
川
因
幡
守

牧
野
大
学

松
平
遠
江
守

戸
田
能
登
守

安
藤
長
門
守

松
浦
壱
岐
守

相
馬
民
部

細 川 熊 次 郎

松
平
下
野
守

酒井飛騨守

松平縫殿頭

松平宮内少輔

青木甲斐守

大久保長門守

水野監物

松平下総守

松平庄五郎

松平安藝守

松平民部大輔

松平長門守

松平伊豫守

松平薩摩守

酒井勘解由

伊 達 遠 江 守 丹 羽 左 京 大 夫

立 花 飛 騨 守

松 平 兵 部 大 輔

松 平 左 京 大 夫

松 平 攝 津 守

松 平 出 雲 守

織 田 越 前 守

松 平 大 学 頭

宗 対 馬 守

本 多 信 濃 守

松 平 中 務 大 輔

松 平 豊 後 守

松 平 左 兵 衛 督

松 平 大 膳 大 夫

松 平 出 羽 守

松
平
土
佐
守

加 藤 遠 江 守

松
平
河
内
守

松 浦 弾 正

酒
井
備
後
守

本多弾正少弼

阿部民部

松平對馬守

相良志摩守

西尾隠岐守

内藤紀伊守

松平右衛門督

板 倉 新 十 郎

鳥 居 伊 賀 守

本 多 若 狭 守

松 平 伊 豆 守

本 多 監 物

五
嶋
大
和
守

伊 達 左 京 介

松平隠岐守

松平肥前守

松平越後守

阿 部 對 馬 守

内 藤 駿 河 守

本
多
伊
豫
守

十
九
間
五
尺
余

紀
伊
中
納
言

水
戸
中
納
言

尾
張
中
納
言

二 十 七 間 六 尺 程

十
二
間
余

御
廊
下

紀
伊
中
納
言

水
戸
中
納
言

尾
張
中
納
言

内
藤
能
登
守

大
久
保
加
賀
守

小
笠
原
佐
渡
守

秋
元
但
馬
守

本
多
伯
耆
守

御
拝
殿

御
佛
殿

御
拝
殿

図4 東叡山常憲院廟灯籠配置図

松
平
加
賀
守

従四位下侍従

従四位下

従五位下

従四位下左少将・左中将以上
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外
に
は
従
五
位
下
と
無
官
の
大
名
の
灯
籠
ば
か
り
で
、
従
四
位
下
以
上
の
大
名
が
献
納
し

た
灯
籠
は
有
り
ま
せ
ん
。
無
官
の
大
名
は
十
五
名
で
そ
の
内
十
四
名
は
後
従
五
位
下
に
叙

任
し
ま
す
。
残
り
一
名
毛
利
又
四
郞
元
朝
は
当
時
は
毛
利
支
藩
の
長
府
藩
主
で
し
た
が
、

正
徳
三
年
に
毛
利
本
藩
の
養
子
と
な
り
享
保
二
年
従
四
位
下
に
昇
り
ま
す
。
し
か
し
享
保

六
年
父
に
先
立
ち
て
亡
く
な
り
本
藩
の
藩
主
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

文
昭
院
廟
で
は
、
長
府
藩
主
と
し
て
無
官
の
ま
ま
勅
額
門
内
に
銅
灯
籠
を
一
基
献
納
し

て
い
ま
す
。

小
川
恭
一
氏
は
長
府
藩
毛
利
家
に
つ
い
て

前
期
の
秀
元
、
光
広
、
綱
元(
嫡
子
吉
元)

ま
で
、
官
位
特
格
・
殿
上
元
服
で
国
持
に
准

ず
る
家
格
で
、
伺
候
席
は
大
広
間
で
あ
る
。
元
朝

元
矩
は
若
年
元
服
前
に
て
叙
任
賜

諱
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
家
格
が
低
下
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
後
期
は
並
の
大

名
で
、
柳
間
が
定
席
で
あ
る
。

(

『
江
戸
幕
藩
大
名
家
事
典
』)

と
し
て
い
ま
す
。

勅
額
門
内
に
目
を
移
し
ま
す
。

図
４
に
示
さ
れ
て
い
る
勅
額
門
内
の
灯
籠
に
は
当
時

無
官
の
大
名
が
一
家
、
従
五
位
下
の
大
名
が
八
家
有
り
ま
す
。

無
官
の
大
名
は

○
松
平
荘
五
郎
宣
維

出
雲
松
江
藩(186,000

石)

の
ち
従
四
位
下
左
少
将

従
五
位
下
の
大
名
は

○
阿
部
飛
騨
守
正
喬

武
蔵
忍
藩(100,000

石)

の
ち
従
四
位
下
侍
従

老
中

○
酒
井
修
理
大
夫
忠
音

若
狭
小
浜
藩(103,500

石)

の
ち
従
四
位
下
侍
従

老
中

○
堀
田
伊
豆
守
正
虎

出
羽
山
形
藩(100,000

石)

の
ち
従
四
位
下

大
坂
城
代

○
真
田
伊
豆
守
幸
道

信
濃
松
代
藩(100,000

石)

の
ち
従
四
位
下

○
南
部
信
濃
守
利
幹

陸
奥
南
部
藩(100,000

石)

の
ち
従
四
位
下

○
酒
井
雅
楽
頭
親
愛

上
野
前
橋
藩(150,000

石)

の
ち
従
四
位
下

○
稲
葉
丹
後
守
正
知

下
総
佐
倉
藩(102,000

石)

の
ち
従
四
位
下

○
本
多
信
濃
守
忠
直

大
和
郡
山
藩(110,000

石)

の
八
家
で
、
い
ず
れ
も
十
万
石
以
上
で
す
。

本
多
忠
直
も
元
禄
十
五
年
十
二
月
に
従
五
位
下
に
叙
任
し
ま
し
た
が
、
十
五
年
後
の
享

保
二
年
五
月
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
し
か
も
二
代
を
経
て
無
嗣
断
絶
し
て
し
ま
う
の
で
、

ど
の
様
な
家
格
に
有
る
の
か
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
前
の
二
代
は
そ
れ
ぞ
れ
従
四
位
下
ま
で

進
ん
で
い
ま
す
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
九
大
名
は
十
万
石
以
上
で
従
五
位
下
叙
任
後
何
年
か

後
に
従
四
位
下
、
又
は
従
四
位
下
侍
従
に
昇
る
家
格
を
持
っ
た
大
名
家
で
有
る
こ
と
が
判

り
ま
す
。
小
川
恭
一
氏
は
『
徳
川
礼
典
録
』
に
収
録
さ
れ
た
「
寛
保
三
年
官
位
之
覚
」
の

「
大
名
十
万
石
以
上
之
五
位
、

是
又
五
位
よ
り
三
十
年
経
候

は
ゝ
、
四
品
可
被
仰
付
事
」

に
よ
り
こ
の
ク
ラ
ス
の
大
名

を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
但

し
氏
が
「
寛
保
三
年
官
位
之

覚
」
を
「
柳
営
秘
鑑
」
と
同

時
期
の
「
官
爵
叙
任
の
基
準
」

と
し
て
い
る
様
に
、
私
た
ち

が
今
考
察
し
て
い
る
宝
永
・

正
徳
期
か
ら
は
三
十
年
近
い

隔
た
り
が
有
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

ま
し
て
そ
れ
よ
り
以
前
の

時
期
に
ま
で
遡
っ
て
家
格
を

判
定
す
る
こ
と
に
は
か
な
り

無
理
が
有
る
様
に
思
わ
れ
ま

す
。一

方
武
家
の
家
格
は
織
豊

期
に
朝
廷
内
の
叙
任
制
度
の

中
で
形
作
ら
れ
た
物
を
独
自

の
武
家
官
位
制
に
組
み
替
え

な
が
ら
整
理
し
、
新
た
な
先

例
を
積
み
上
げ
て
成
立
し
て

い
き
ま
す
。
「
寛
保
三
年
官

位
之
覚
」
も
積
み
上
げ
ら
れ

て
き
た
結
果
で
す
か
ら
、
葬

送
儀
礼
と
い
う
大
き
な
枠
組

み
の
中
に
現
れ
て
く
る
結
果

を
一
つ
一
つ
読
み
解
い
て
い

く
貴
重
な
手
掛
か
り
に
な
っ

て
い
る
と
言
え
ま
す
。

さ
て
隠
居
大
名
で
す
。
隠

居
大
名
が
十
一
名
居
ま
す
。
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衛
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御水舎

井

松平摂津守

松
平
越
前
守

松
平
右
近
将
監

勅
額
門

唐
門

松
平
加
賀
守

松
平
加
賀
守

水
戸
中
納
言
殿

紀
伊
中
納
言
殿

徳
川
五
郎
太
殿
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真 田 伊 豆 守

稲 葉 丹 後 守

戸 田 采 女 正
松
平
大
和
守

松
平
陸
奥
守 松 平 因 幡 守

水
戸
中
納
言
殿

紀
伊
中
納
言
殿

徳
川
五
郎
太
殿

宗
對
馬
守

松
平
民
部
大
輔

戸 田 能 登 守

本 多 信 濃 守

酒 井 修 理 大 夫

南 部 大 膳 亮

酒
井
雅
楽
頭

松
平
淡
路
守

堀 田 伊 豆 守

酒 井 左 衛 門 佐

丹 羽 左 京 大 夫

藤堂和泉守

有馬玄蕃頭

小
笠
原
左
近
将
監

松
平
丹
後
守

松
平
大
学
頭

松
平
甲
斐
守

細
川
主
税
頭

黒
田
豊
前
守

松平越後守

松平上総介

織
田
越
前
守

松
平
大
炊
頭

松
平
中
務
大
輔

伊達伊織

松 平 伊 豫 守

松
平
長
門
守

松
平
出
羽
守

細川越中守

酒井勘解由

松平市正

松平越中守

土岐伊豫守

小笠原佐渡入道

佐 竹 大 膳 大 夫
松 平 左 京 大 夫

廻廊

廻 廊

大 久 保 大 蔵 少 輔

立花飛騨守

松
平
肥
前
守

阿
部
備
中
守

松
平
右
衛
門
督

松平薩摩守

松平保山

稲葉内匠頭

榊
原
式
部
少
輔

松 平 安 藝 守

松
平
播
磨
守

松
平
土
佐
守

松平伊賀守

松
平
隠
岐
守

松平右京大夫

岡 部 美 濃 守

松平伯耆守

松平兵部大輔

松
平
左
衛
門
督

上 杉 民 部 大 輔

毛利又四郎

御水舎

井

松平摂津守

松
平
越
前
守

松
平
右
近
将
監

勅
額
門

唐
門

松
平
加
賀
守

松
平
加
賀
守

水
戸
中
納
言
殿

紀
伊
中
納
言
殿

徳
川
五
郎
太
殿

従四位下侍従

従四位下

従五位下

従四位下左少将・左中将以上

無官

大広間
帝鑑間
柳間
雁間

大廊下
溜間

上 杉 民 部 大 輔

図５ 文昭院霊廟勅額門内銅灯籠配置図
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牧
野
大
夢
成
貞

側
用
人
従
四
位
下
侍
従(

貞
享
二
年
十
二
月
）

大
久
保
杢
入
忠
朝

老
中

従
四
位
下
侍
従
（
延
宝
八
年
八
月
）

松
平
美
濃
守
吉
保

側
用
人
・
大
老

従
四
位
下
侍
従
・
左
少
将
（
元
禄
十
一
年
七
月)

戸
田
大
炊
頭
忠
時

従
四
位
下
（
宝
永
二
年
三
月
）
甲
府
藩
付
家
老
・
家
宣
側
用
人

松
平
市
正
直
明

従
四
位
下
（
延
宝
三
年
十
二
月
）

稲
葉
内
匠
頭
正
往

老
中

従
四
位
下
侍
従
（
天
和
元
年
十
二
月
）

松
平
外
記
綱
近

従
四
位
下
侍
従
（
延
宝
三
年
十
二
月
）

酒
井
勘
解
由
忠
挙

従
四
位
下
侍
従
・
左
少
将
（
宝
永
二
年
二
月
）

松
平
伯
耆
守
綱
清
（
池
田)
従
四
位
下
侍
従
・
左
少
将(

元
禄
八
年
十
二
月)

井
伊
右
衛
門
大
夫
直
該

従
四
位
下
侍
従
・
左
少
将(

延
宝
八
年
十
月
）

松
平
上
総
介
綱
村(

伊
達)

従
四
位
上
・
左
中
将
（
元
禄
八
年
十
二
月
）

こ
の
う
ち
牧
野
成
貞
と
戸
田
忠
時
を
除
く
九
名
は
、
後
継
者
が
銅
灯
籠
を
献
納
し
て
い

ま
す
。
牧
野
成
貞
は
常
憲
院
綱
吉
の
側
用
人
。
戸
田
忠
時
は
徳
川
家
宣
が
甲
府
藩
主
で
あ

っ
た
と
き
に
付
家
老
と
な
り
、
家
宣
が
綱
吉
の
継
承
者
と
な
っ
て
江
戸
城
西
の
丸
に
入
っ

た
と
き
に
側
用
人
に
な
っ
て
い
ま
す
。

牧
野
成
貞
、
大
久
保
忠
朝
、
松
平(

柳
沢)

吉
保
を
除
く
八
名
の
隠
居
の
灯
籠
は
、
唐
門

左
手
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
戸
田
忠
時
か
ら
松
平(
伊
達)

綱
村
ま
で
官
位
順
、
同
じ

官
位
な
ら
先
任
順
に
奥
の
位
置
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
後
が
松
平
越
前
守
信
清
で
す

が
、
上
野
吉
井
の
鷹
司
松
平
家
は
僅
か
一
万
石
で
す
が
、
徳
川
一
門
と
し
て
高
い
家
格
を

持
っ
て
い
ま
す
。

常
憲
院
廟
で
は
仏
殿
か
ら
奥
院
御
廟
の
間
に
仕
切
門
が
有
り
、
こ
の
門
か
ら
御
廟
拝
殿

ま
で
の
間
に
、
幕
府
の
主
要
な
役
職
に
あ
っ
た
大
名
の
灯
籠
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
仕

切
門
か
ら
御
廟
へ
向
か
っ
て
左
側
に
奥
か
ら

○
間
部
越
前
守
詮
房

老
中
格

従
四
位
下
侍
従(

宝
永
六
年
四
月)

○
井
上
河
内
守
正
岑

老
中

従
四
位
下
侍
従(

宝
永
三
年
十
二
月)

○
大
久
保
加
賀
守
忠
増

老
中

従
四
位
下
侍
従(

宝
永
二
年
十
二
月)

○
本
多
伯
耆
守
正
永

老
中

従
四
位
下
侍
従(

宝
永
元
年
十
二
月)

○
秋
元
但
馬
守
喬
知

老
中

從
四
位
下
侍
從(

元
禄
十
三
年
十
二
月)

○
小
笠
原
佐
渡
守
長
重

老
中

従
四
位
下
侍
従(

元
禄
四
年
閏
八
月)

○
土
屋
相
模
守
政
直

京
都
所
司
代
・
老
中

従
四
位
下
侍
従(

貞
享
二
年
十
月)

仕
切
門
か
ら
御
廟
へ
向
か
っ
て
右
側
に
奥
か
ら

○
土
岐
伊
予
守
頼
殷

大
坂
城
代

従
四
位
下(

元
禄
十
四
年
十
月)

○
松
平
紀
伊
守
信
庸

京
都
所
司
代
・
老
中

従
四
位
下
侍
従(

元
禄
十
年
四
月)

の
順
に
灯
籠
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
御
廟
に
向
か
っ
て
官
位
順
先
任
順
に
な

っ
て
い
ま
す
。
但
し
役
職
へ
の
就
任
順
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
次
の
三
大
名
は

奥
院
拝
殿
前
に
向
か
っ
て

○
井
伊
掃
部
頭
直
通

従
四
位
下
侍
従
・
左
少
将(

宝
永
六
年
七
月)

○
松
平
讃
岐
守
頼
豊(

水
戸
）

従
四
位
下
侍
従
・
左
少
将(

宝
永
五
年
三
月)

○
松
平
肥
後
守
正
容(

保
科
）

従
四
位
下
侍
従
・
左
少
将(

貞
享
四
年
四
月)

の
順
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
定
溜
の
三
家
で
す
が
、
叙
任
順
で
す
。
実
は
先

に
隠
居
大
名
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
稲
葉
正
往
も
綱
吉
政
権
で
は
、
牧
野
成
貞
、
大
久
保
忠

朝
と
共
に
老
中
を
務
め
ま
し
た
が
、
何
故
か
唐
門
左
脇
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
理
由
は

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

隠
居
大
名
に
つ
い
て
も
う
一
点
確
認
を
し
て
お
き
ま
す
。
『
江
戸
幕
府
大
名
武
鑑
編
年

集
成
』
で
は
宝
永
二
年
の
「
宝
永
武
鑑
大
成
」
に

名
の
隠
居
大
名
を
書
き
上
げ
て
い
ま

32

す
。
ま
た
正
徳
元
年
の
「
賞
延
武
鑑
」
に
も

名
の
隠
居
大
名
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま

42

す
。
細
か
く
書
き
出
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
常
憲
院
勅
額
門
内
に
灯
籠
を
献
納
し
た
十

一
名
の
大
名
以
外
で
従
四
位
下
以
上
の
家
格
の
大
名
は
居
ま
せ
ん
。
ま
た
、
勅
額
門
外
に

石
燈
籠
を
献
納
し
た
隠
居
大
名
も
有
り
ま
せ
ん
。

こ
の
辺
り
の
事
情
は
、
『
文
昭
院
殿
御
実
紀
』
に
有
り
ま
し
た
。
宝
永
六
年
七
月
十
日

の
項
で
す
。

○
十
日
東
叡
山

常
憲
院

殿
霊
廟
に
土
屋
相
摸
守
政
直
代
參
す
。
又

同
廟
に
。
三

家
は
じ
め
諸
大
名
銅
石
の
燈
籠
を
獻
ず
る
こ
と
。
四
品
十
万
石
以
上
は
。
致
仕
せ
し

人
々
も
献
ず
べ
し
と
命
ぜ
ら
る
。

四
品
十
万
石
以
上
で
す
か
ら
隠
居
大
名
で
灯
籠
を
献
ず
る
事
が
出
来
た
の
は
勅
額
門
内

に
灯
籠
を
献
ず
る
家
格
を
持
っ
た
者
だ
け
だ
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

勅
額
門
内
の
灯
籠
配
置
は
唐
門
か
ら
勅
額
門
に
向
か
っ
て
、
目
立
つ
位
置
に
官
位
順
に

綺
麗
に
並
ん
で
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
加
賀
の
前
田
家
が
勅
額
門
内
左
右
に
配
さ
れ
て

い
る
の
も(

厳
有
院
は
不
明
で
す
が)

常
憲
院
以
後
の
定
位
置
に
な
り
ま
す
。

こ
の
他
勅
額
門
内
に
配
置
さ
れ
た
個
別
の
灯
籠
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
常
憲
院
霊
廟
に
つ
い
て
は
今
後
『
徳
川
家
霊
廟
奉
献
石
燈
籠
の
成
立
と
展
開
』

の
続
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
主
題
と
な
る
文
昭
院
霊
廟

勅
額
門
内
の
灯
籠
配
置
に
つ
い
て
考
察
を
続
け
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

図
５
に
文
昭
院
霊
廟
勅
額
門
内
の
銅
灯
籠
の
配
置
図
を
掲
げ
て
お
き
ま
す
。
拝
殿
か
ら

仕
切
り
門
を
抜
け
て
奥
の
院
に
至
る
通
路
に
配
置
さ
れ
た
灯
籠
は
別
に
記
述
し
ま
す
。
図

の
左
側
は
本
丸
御
殿
に
於
け
る
大
名
の
詰
間
（
控
の
間
）
に
よ
る
分
類
。
右
は
官
位
に
よ

る
分
類
で
色
分
け
を
し
て
い
ま
す
。

徳
川
家
宣(

文
昭
院)
が
薨
去
す
る
の
は
、
正
徳
二
年
十
月
十
四
日
。
六
代
将
軍
と
な
っ
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て
僅
か
に
四
年
の
後
で
す
か
ら
献
納
す
る
大
名
に
も
余
り
大
き
な
変
化
は
有
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
灯
籠
の
見
せ
方
に
相
違
が
有
る
の
は
、
そ
れ
な
り
に
意
見
が
有
っ
た

か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

詰
間
に
よ
る
分
類
で
は
南
部
大
膳
亮
の
柳
間
が
目
立
つ
だ
け
で
、
余
り
大
き
な
特
徴
は

出
ま
せ
ん
。
国
持
大
名
の
場
合
、
官
位
と
詰
間
は
余
り
動
く
こ
と
が
有
り
ま
せ
ん
の
で
、

こ
の
様
な
傾
向
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

無
官
の
大
名
で
は
常
憲
院
廟
で
触
れ
た
よ
う
に
長
門
長
府
藩
の
毛
利
又
四
郎(

元
朝)

が
勅
額
門
外
か
ら
内
に
入
っ
て
き
ま
す
。
伊
予
宇
和
島
藩
の
伊
達
伊
織(
村
年)

は
伊
達
宗

贇
が
正
徳
元
年
二
月
十
八
日
に
亡
く
な
り
四
月
十
四
日
に
相
続
し
た
ば
か
り
で
す
。

常
憲
院
廟
で
八
名
居
た
従
五
位
下
の
大
名
の
う
ち
、
真
田
伊
豆
守
幸
道
、
南
部
大
膳
亮

利
幹
、
稲
葉
丹
後
守
正
知
、
酒
井
修
理
大
夫
忠
音
、
本
多
信
濃
守
忠
直
は
こ
の
時
は
ま
だ

従
五
位
下
の
ま
ま
。
酒
井
雅
楽
頭
親
愛
と
堀
田
伊
豆
守
正
虎
は
従
四
位
下
に
、
阿
部
飛
騨

守
正
喬
は
正
徳
元
年
四
月
に
老
中
と
な
り
、
從
四
位
下
侍
従
と
な
り
ま
す
。

逆
に
従
四
位
下
で
有
っ
た
越
後
高
田
藩
の
松
平
越
中
守
定
重
は
正
徳
二
年
九
月
七
日
に

致
仕
し
相
続
し
た
松
平
因
幡
守
定
逵
が
従
五
位
下
で
銅
灯
籠
を
献
納
し
て
い
ま
す
。

松
平
越
中
守
定
重
は
今
度
は
隠
居
大
名
と
し
て
銅
灯
籠
を
献
納
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。隠

居
大
名
は
松
平
越
中
守
定
重
を
含
め
て
八
名
に
な
り
ま
す
。

○
土
岐
伊
予
守
頼
殷

元
禄
十
四
年
十
月

従
四
位
下

大
坂
城
代
・
京
都
所
司
代
格

○
松
平
越
中
守
定
重

元
禄
元
年
十
二
月

従
四
位
下

○
松
平
市
正
直
明

延
宝
三
年
十
二
月

従
四
位
下

秋
元
但
馬
守

松
平
紀
伊
守

久世大和守

間部越前守

井上河内守

土
屋
相
模
守

阿部豊後守

内
藤
豊
前
守

本多中務大輔

松
平
下
総
守

松平讃岐守

屛
地
門

井伊掃部頭

松平肥後守

御
宝
塔

御
佛
殿

従四位下侍従

従四位下

従四位下左少将・左中将以上

図６ 文昭院廟奥院御仏殿前

○
稲
葉
内
匠
頭
正
往

天
和
元
年
十
二
月

従
四
位
下
侍
従

老
中

○
小
笠
原
長
重

元
禄
四
年
閏
八
月

従
四
位
下
侍
従

京
都
所
司
代

○
酒
井
勘
解
由
忠
挙

宝
永
二
年
二
月

従
四
位
下
左
少
将

○
松
平
保
山
入
道
吉
保

元
禄
十
一
年
七
月

従
四
位
下
左
少
将

老
中

○
細
川
越
中
守
綱
利

元
禄
九
年
十
二
月

従
四
位
下
左
少
将

○
松
平
上
総
介
綱
村

元
禄
八
年
十
二
月

従
四
位
上
左
中
将

常
憲
院
廟
で
は
、
隠
居
大
名
は
十
一
名
で
し
た
が
、
牧
野
大
夢
成
貞(

正
徳
二
年)

、
大

久
保
杢
入
忠
朝(

正
徳
二
年
）
、
戸
田
大
炊
頭
忠
時(

正
徳
二
年
）
、
松
平
外
記
綱
近(

宝
永

六
年
）
、
松
平
伯
耆
守
綱
清(

鳥
取
池
田)

(

正
徳
元
年
）
五
名
が
亡
く
な
り
、
井
伊
右
衛

門
大
夫
直
該
は
宝
永
七
年
十
一
月
に
彦
根
藩
主
に
復
帰
、
正
徳
元
年
二
月
十
三
日
に
は
大

老
、
十
月
朔
日
に
は
正
四
位
上
、
左
中
将
と
な
り
ま
す
。

土
岐
伊
予
守
頼
殷(

正
徳
三
年
致
仕)

、
細
川
越
中
守
綱
利(

正
徳
二
年
七
月
致
仕)

が
加

わ
り
、
こ
の
八
名
が
拝
殿
左
側
に
灯
籠
を
並
べ
て
献
納
し
ま
す
。
並
び
順
は
こ
こ
で
も
官

位
順
、
先
任
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
拝
殿
か
ら
奥
院
仏
殿
へ
続
く
通
路
に
並
ん
だ
銅
灯
籠
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と

に
し
ま
す
。
常
憲
院
廟
と
同
じ
く
こ
こ
こ
に
は
家
宣
政
権
を
支
え
た
幕
閣
の
中
枢
の
大
名

が
並
ん
で
い
ま
す
。

○
井
伊
掃
部
頭
直
該

大
老

正
徳
元
年
十
月
朔
日

正
四
位
上
左
中
将

○
松
平
肥
後
守
正
容

正
徳
二
年
十
二
月
六
日

正
四
位
下
左
中
将

○
松
平
讃
岐
守
頼
豊

宝
永
五
年
三
月
四
日

従
四
位
下
左
少
将

○
松
平
下
総
守
忠
雅

正
徳
三
年
閏
五
月
四
日

従
四
位
下
左
少
将

○
土
屋
相
模
守
政
直

老
中

貞
享
二
年
十
月
六
日

従
四
位
下
侍
従

○
秋
元
但
馬
守
喬
知

老
中

元
禄
十
三
年
十
二
月
四
日

従
四
位
下
侍
従

○
井
内
河
内
守
正
岑

老
中

宝
永
三
年
十
二
月
十
五
日

従
四
位
下
侍
従

○
間
部
越
前
守
詮
房

老
中
格

宝
永
六
年
四
月
十
五
日

従
四
位
下
侍
従

○
阿
部
豊
後
守
正
喬

老
中

正
徳
元
年
六
月
朔
日

従
四
位
下
侍
従

○
本
多
中
務
大
輔
忠
良

老
中
次
班

正
徳
元
年
六
月
朔
日

従
四
位
下
侍
従

○
久
世
大
和
守
重
之

老
中

正
徳
三
年
八
月
二
十
三
日

従
四
位
下

○
内
藤
豊
前
守
弌
信

大
坂
城
代

正
徳
二
年
五
月
十
五
日

従
四
位
下

○
松
平
紀
伊
守
信
庸

京
都
所
司
代

元
禄
十
年
四
月
十
九
日

従
四
位
下
侍
従

並
び
順
は
御
仏
殿
手
前
か
ら
官
位
順
、
先
任
順
に
な
っ
て
い
る
の
が
判
り
ま
す
。
久
世

重
之
が
老
中
と
な
り
従
四
位
下
に
叙
任
し
た
の
は
正
徳
三
年
八
月
な
の
で
、
一
周
忌
前
で

は
有
り
ま
す
が
微
妙
な
時
期
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
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４
．
結
語

こ
の
稿
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
文
昭
院
廟
の
勅
額
門
を
超
え
て
銅
灯
籠
を
献
納
出
来
る

大
名
と
は
誰
か
と
い
う
問
い
に
答
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
本
光
国
師
崇
伝

が
台
徳
院
廟
の
時
に
示
し
た
灯
籠
配
置
の
プ
ラ
ン
を
元
に
勅
額
門
内
の
灯
籠
配
置
が
ど
の

様
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
か
纏
め
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

①
官
位
高
き
大
名
衆
。
其
外
國
持
衆
。

台
徳
院
廟
以
来
勅
額
門
内
拝
殿
前
に
灯
籠
を
献
納
し
て
き
た
大
名
。
日
光
大
猷
院
で
も

勅
額
門
内
に
献
納
し
て
い
ま
す
。

②
御
連
枝
衆
。
其
外
ち
か
き
御
一
門
方

御
三
家
を
初
め
台
徳
院
廟
で
は
奥
院
仏
殿
前
に
灯
籠
を
献
納
し
た
御
連
枝
の
大
名
。
日

光
大
猷
院
廟
で
は
、
勅
額
門
内
に
灯
籠
を
献
納
し
ま
す
が
、
一
部
は
勅
額
門
外
の
通
路
の

要
所
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

③
つ
ね
〳
〵
に

御
前
ち
か
く
御
奉
公
被
致
候
衆

台
徳
院
廟
で
は
奥
院
御
仏
殿
近
く
に
灯
籠
を
献
納
し
た
十
万
石
前
後
の
大
名
。
日
光
大

猷
院
廟
で
は
勅
額
門
外
の
要
所
、
ま
た
は
目
立
つ
位
置
に
配
置
さ
れ
ま
し
た
。
家
格
と
し

て
は
十
万
石
以
上
初
任
で
従
五
位
下
で
す
が
、
後
に
従
四
位
下
に
昇
任
す
る
大
名
で
す
。

常
憲
院
廟
以
降
で
は
こ
の
う
ち
老
中
、
京
都
所
司
代
、
大
坂
城
代
等
の
い
わ
ゆ
る
幕
閣

に
名
を
連
ね
た
大
名
は
、
拝
殿
か
ら
奥
院
仏
殿
前
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

④
隠
居
大
名

崇
伝
は
隠
居
大
名
の
献
納
に
関
し
て
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
台
徳
院
に
一
例
の
み
見
え

ま
す
。
日
光
大
猷
院
廟
で
は
献
納
が
無
く
、
常
憲
院
廟
以
降
四
品
十
万
石
以
上
の
大
名
に

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
有
章
院
廟
へ
の
献
灯
に
つ
い
て
は
『
御
触
書
寛
保
集
成
』

に
五
二
二

享
保
元
申
年
九
月

(

一)

增
上
寺

有
章
院
樣

御
佛
殿
え
、
從
諸
大
名
銅
燈
籠

石
燈
籠
獻
上
ニ
付
、
相
渡
書
付
之
覺

增
上
寺

有
章
院
様

御
佛
殿
え
、
銅
燈
籠
石
燈
籠
可
被
獻

之
候
、
寸
法
等
之
儀
は
、
去
巳
年
之
通
可
被
心
得
候
、

右
、
來
年
二
月
上
旬
迄
、
出
來
候
樣
可
被
致
候
以
上
。

九
月

右
は
侍
從
、
四
品
、
拾
万
石
以
上
、
同
隱
居
え
、
銘
々
達
之
、

(

二)

增
上
寺

有
章
院
様

御
佛
殿
え
、
石
燈
籠
可
有
獻
上
侯
、

寸
法
等
之
儀
は
、
去
巳
年
之
通
可
被
心
得
候
、

右
、
來
年
二
月
上
旬
迄
ニ
、
出
來
候
樣
可
被
致
候
以
上
、

九
月

右
は
拾
万
石
以
下
壹
万
石
以
上
え
、
銘
々
達
之
、

と
官
位
、
石
高
に
よ
っ
て
書
き
分
け
た
奉
書
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
文
昭
院
廟

と
同
じ
基
準
で
献
納
が
行
わ
れ
た
物
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
以
後
に
つ
い
て
は
、
記
録
も
無

く
し
か
も
銅
灯
籠
の
残
存
率
は
極
め
て
低
い
の
で
、
今
後
絵
図
な
ど
の
古
記
録
と
し
て
現

れ
て
く
る
の
を
待
つ
ば
か
り
で
す
。

勅
額
門
内
に
灯
籠
を
献
納
す
る
大
名
は
、
大
名
家
格
の
整
備
を
経
て
、
常
憲
院
廟
、
文

昭
院
廟
で
従
四
位
下
以
上
に
昇
り
う
る
家
格
を
持
つ
大
名
家
に
絞
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。将

軍
家
霊
廟
に
歴
代
勅
額
の
下
賜
を
受
け
、
そ
の
勅
額
を
掲
げ
た
門
に
よ
り
大
名
の
序

列
化
、
家
格
に
よ
る
統
制
が
強
め
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
様
に
思
わ

れ
ま
す
。

こ
の
稿
で
は
厳
有
院
霊
廟
に
つ
い
て
は
触
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
残
さ
れ
た
絵
図
か
ら

常
憲
院
霊
廟
と
ほ
ぼ
同
じ
規
模
で
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
判
っ
て
い
ま
す
。
従
っ
て
厳
有
院

霊
廟
か
ら
、
勅
額
門
で
仕
切
ら
れ
た
仏
殿
の
奥
に
奥
院
宝
塔
が
付
属
す
る
形
で
配
置
さ
れ

る
霊
廟
構
造
が
完
成
し
た
物
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

津
軽
藩
の
江
戸
藩
邸
日
記
に
は
、
献
納
で
き
る
灯
籠
の
数
が
制
限
さ
れ
た
経
緯
が
詳
細

に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
寛
文
朱
印
留
』
に
よ
り
大
名
領
国
が
確
定
す
る
と
共
に
、
大
名
家
格
の
整
備
も
進
め

ら
れ
宝
永
六
年
三
月
七
日
に
は

近
年
万
石
以
上
の
輩
襲
封
の
後
と
い
へ
ど
も
。
お
ぼ
し
召
に
て
叙
爵
す
る
も
せ
さ
る

も
あ
り
し
が
。
今
よ
り
万
石
以
上
の
人
々
。
み
な
叙
爵
有
べ
し
と
仰
下
さ
る
。
こ
れ
は

將
軍
宣
下
大
禮
行
は
る
ゝ
日
近
け
れ
ば
。
装
束
あ
ら
か
じ
め
調
べ
き
た
め
。
け
ふ
令
せ

ら
る
ゝ
と
な
り
。

(

『
文
昭
院
殿
御
実
紀
』)

と
し
て
万
石
以
上
の
大
名
の
家
格
が
確
立
し
て
い
き
ま
す
。
家
格
制
の
大
き
な
流
れ
に
関

し
て
は
、
既
に
松
平
秀
治
氏
が
『
大
名
家
格
制
に
つ
い
て
の
問
題
点
』
の
中
で
要
点
を
整

理
さ
れ
て
い
ま
す
。

家
格
制
は
、
慶
長
一
一
年
の
武
家
官
位
は
幕
府
の
推
挙
に
よ
る
も
の
と
い
う
奏
請
に
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よ
っ
て
成
立
す
る
端
緒
を
得
、
そ
の
後
寛
永
期
ま
で
の
高
位
高
官
へ
の
叙
任
時
代
か
ら
、

低
く
抑
え
る
時
期
に
移
行
し
、
寛
文
・
延
宝
期
ま
で
に
は
ほ
ぼ
固
定
し
て
、
家
格
制
成

立
を
み
る
。
高
位
高
官
へ
の
叙
任
時
代
か
ら
次
の
低
く
押
え
る
時
期
に
移
行
す
る
時
点

は
、
寛
永
一
一
年
の
家
光
上
洛
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
前
回
の
上
洛
が
高
位
高

官
へ
の
叙
任
の
極
致
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
一
一
年
の
と
き
は
従
四
位
下
侍
従
を
最
高

に
、
主
に
譜
代
大
名
を
対
象
と
し
た
。
つ
ま
り
外
様
大
名
主
体
の
高
位
高
官
叙
任
か
ら
、

譜
代
大
名
主
体
の
や
や
低
い
叙
任
へ
と
移
行
し
て
い
て
、
家
格
制
成
立
へ
の
第
一
歩
を

象
徴
し
て
い
る
か
の
如
く
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
寛
文
・
延
宝
期
前
の
家
格
制
成

立
後
暫
く
安
定
期
を
迎
え
、
宝
暦
～
天
明
期
よ
り
徐
々
に
変
動
し
は
じ
め
て
い
く
と
い

え
る
。
し
か
し
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
従
五
位
下
止
ま
り
の
小
大
名
も
か
な
り
存
在
し

た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

家
綱
の
時
代
に
確
立
し
た
大
名
家
格
は
、
薨
去
後
の
厳
有
院
霊
廟
に
反
映
さ
れ
「
勅
額

門
」
に
よ
っ
て
従
四
位
下
以
上
の
家
格
を
持
っ
た
大
名
が
、
従
五
位
下
の
家
格
の
大
名
と

区
分
さ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
江
戸
城
本
丸
御
殿
に
於
け
る
殿
中
席
も
こ
の
流
れ
の
中
で
形

が
出
来
上
が
っ
て
い
っ
た
物
と
思
わ
れ
ま
す
。
以
後
細
か
い
変
動
は
有
る
物
の
有
章
院
霊

廟
ま
で
こ
の
形
は
維
持
さ
れ
ま
し
た
。
有
徳
院
以
後
は
新
た
に
霊
廟
が
造
営
さ
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
文
恭
院
迄
灯
籠
は
霊
廟
内
に
重
厚
に
配
置
さ
れ
る
事
に
な
り

ま
し
た
。

(2022.7.9
)
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